
業務委託契約書(案)

宮崎県（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、宮崎

県総合自動車運転免許センター敷地内除草作業委託について、次のとおり契約を締結する。

（目的）

第１条 甲は、宮崎県総合自動車運転免許センター敷地内除草作業（以下「委託業務」と

いう。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。

（委託期間）

第２条 委託業務の委託期間（以下「委託期間」という。）は、契約の締結日から令和７

年１１月３０日までとする。

（委託料）

第３条 委託業務の委託料（以下「委託料」という。）は、金 円（消費税

及び地方消費税額金 円を含む。）とする。

２ 支払内訳は、次の表のとおりとする。

区 分 委託業務の実施時期 委 託 料

第１期 令和７年６月～７月 円

第２期 令和７年８月～９月 円

第３期 令和７年10月～11月 円

（契約保証金）

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付し

なければならない。

２ 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属

させることができる。（契約保証金は、免除する。）

（委託業務の処理方法）

第５条 乙は、委託業務を別添宮崎県総合自動車運転免許センター敷地内除草作業委託仕

様書及び甲の指示に従って実施しなければならない。

（再委託の禁止）

第６条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。

（権利の譲渡等の禁止）

第７条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせて

はならない。

（実地調査等）

第８条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必

要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

（成果報告書の提出）

第９条 乙は、各期の委託業務を完了したときは、１０日以内に業務の成果に関する報告

書（以下「成果報告書」という。）を甲に提出しなければならない。

２ 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に

連絡するものとする。

３ 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にそ



の指示に従いこれを補正しなければならない。前２項の規定は、この項の規定による補

正について準用する。

４ 第２項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に要す

る費用は、乙の負担とする。

（委託料の請求及び支払）

第１０条 乙は、甲から前条第２項（同条第３項後段において準用する場合を含む。）の

規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものと

する。

２ 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して３０

日以内に乙に委託料を支払うものとする。

３ 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を

支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支

払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文に規定する

財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。

（契約の解除）

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。

(1) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。

(2) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がない

と認められるとき。

(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

同じ。）が暴力団関係者（宮崎県暴力団排除条例（平成23年宮崎県条例第18号）第

２条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき。

イ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。

エ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからウまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

オ 乙が、アからウまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（エに該当する場合を除く。）に、甲が

乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。

（損害賠償）

第１２条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。

２ 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。

（秘密の保持）



第１３条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

２ 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその

効力を有するものとする。

（費用の負担）

第１４条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

（協議等）

第１５条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務

規則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第６章の定めるところによるものとし、この契約

に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項に

ついては、甲乙協議の上、定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

するものとする。

令和 年 月 日

甲 宮 崎 県

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

乙


